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1  介護分野

Q 227 入国・在留許可申請に際し「介護分野」特有の書類に
はどのようなものがありますか。

 

A  「介護分野」特有の書類には次のようなものがあります。

【根拠規定】
特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領
�介護分野の基準について
 （最終改正：令和元年11月29日）

【従事する業務に関するもの】
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人は、相当程度の

知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務に従事することが求
められ、本要領別表に記載された試験の合格、又は、介護福祉士養
成施設修了により確認された技能を要する身体介護等の業務に主とし
て従事しなければなりません。
・ 「身体介護等の業務」とは、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、

排せつ、整容・衣服着脱、移動の介助等をいいます。
・ 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付

随的に従事することは差し支えありません。
・ 「関連業務」としては、お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や

管理が想定されますが、専ら関連業務に従事することは認められ
ません。

〈 チェックリスト 〉

書類名 留意事項

□ 介護分野における特定技能外国人の
受入れに関する誓約書（分野参考様
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式第1−1号）

□ 介護分野における業務を行わせる事
業所の概要書（分野参考様式第1−
2号）

□ 施設種別コード表（別紙）記載の施設・
事業のいずれに該当するかを記載し、
記載した施設又は記載した事業を行
う事業所であることを証明する書類
として、自治体が発行する指定通知
書等の写しを添付。

□ 指定通知書等の写し

【有すべき技能水準に関するもの】
①　1号特定技能外国人として介護分野の業務に従事する場合は、

本要領別表に定める技能試験及び日本語試験の合格等が必要ですが、
介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については
これら試験等が免除されます。

②　介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した者につ
いては、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験（N4
以上）のいずれの試験も免除されますが、介護日本語評価試験は免
除されないことに留意が必要です。

③　熟練した技能を有する外国人材は、介護福祉士資格を有する者
として在留資格「介護」での在留が可能であるため、特定技能2号
での受入れを行うことはできません。

〈 チェックリスト 〉

書類名 留意事項

＜試験合格者の場合＞

□ 介護技能評価試験の合格証明書の写
し

□ 介護日本語評価試験の合格証明書の
写し

□ 次のいずれか
・ 国際交流基金日本語基礎テストの

合格証明書の写し
・ 日本語能力試験（N4以上）の合格

証明書の写し
＊ ただし、修了した技能実習2号の

職種・作業の種類にかかわらず、
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本書は、知りたい内容をピンポイントで検索するこ
とができるよう「Q&A方式」を採用。また、14の
特定産業分野について定められている基準や必要書
類等について、それぞれの分野ごとに取りまとめて
掲載し、特定技能外国人の受入れに携わる方々に
とってわかりやすく、使いやすい内容としました。

本書の特色目　　次

第Ⅰ部　Q&A「特定技能」
❶ 特定技能の在留資格に係る制度
❷ 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
❸ 特定技能の在留資格の創設等
❹ 特定技能外国人としての要件等
❺ 特定技能外国人としての技能等の評価
❻ 特定技能外国人に係る上陸手続
❼ 在留資格認定証明書の交付の一時停止等
❽ 特定技能の在留資格の変更等
❾ 特定技能外国人の受入れ機関
❿ 特定技能雇用契約
⓫ １号特定技能外国人支援計画
⓬ １号特定技能外国人支援
⓭ 特定技能に係る各種届出
⓮ 特定技能所属機関に対する指導及び助言
⓯ 登録支援機関
⓰ 罰則の整備
⓱  「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」 

に定められた確認対象書類等
1 介護分野
2 ビルクリーニング分野
3 素形材産業分野
4 産業機械製造業分野
5 電気・電子情報関連産業分野
6 建設分野
7 造船・舶用工業分野
8 自動車整備分野
9 航空分野
10 宿泊分野

11 農業分野
12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野
14 外食業分野

第Ⅱ部　Q&A「総合的対応策」
　　外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
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特定技能の在留資格
に係る制度

◎　我が国の産業界
においては、人口減少

、少子・高齢化に伴っ

て人手不足が深刻化
。

◎　いわゆる「骨太
の方針2018」におい

て、新たな在留資格
を

創設し外国人材の受
入れを更に進めてい

くことを決定。

　　⇒　特定技能の
在留資格に係る制度

の創設

◎　法務省の司令塔
的機能の下、関係府

省が連携を強化し、
地

方公共団体とも協力
しつつ、政府一体と

なって外国人材の受

入れ環境の整備に取
り組んでいくことを

決定。

Q 1
「特定技能の在留資

格に係る制度」とは、
どのような

制度ですか。

 

A  
我が国の生産年齢人口は、人口減少、少子・高齢化に伴って減

少の一途をたどっており、深刻な人手不足の状況にありますが、

「特定技能の在留資格に係る制度」（以下「本制度」という。）とは、

そうした状況を踏まえ、新たな在留資格を創設し、生産性の向上や

国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困

難な状況にある産業上の分野（以下「特定産業分野」という。）において、

一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組

みを構築するというものです。

Q 2
我が国は、これまで

の外国人労働者の受
入れ政策を

変更したのですか。

 

A  
Q1のAのとおり、我が国は、深刻な人手不足の状況にありま

すが、そうした状況を踏まえ、「経済財政運営と改革の基本方針
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